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弟10，H・・ ・・ 番冒我 涯子習分罷＝にお↓る‐ ‐今 鑿理につい

｢第10期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」を令和2年9月にとりまとめました。

第10期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理（概要）
多様な主体の協働とICTの活用で、つながる生涯学習・社会教育

～命を守り、誰一人として取り残すことのない社会の実現へ～

…諏一霧雫
社会的包摂の実現

，地域の多様な人たちが相互に理解し合い共生できる環境をつくっていく上で、社会教育は極めて重要な役割を果たすこと
が期待されている｡， ノ
.様々な理由で困難を抱える人たちに対し､知識や技能を習得する機会を充実するなど､社会教育における学習機会の拡充
が重要。

人生100年時代と生涯学習．社会教育

･マルチステージの人生においては、必要な時に必要な学びを通じ成長し、心身の健康を保持しながら活動できることが求め

られる｡また､職場や職種の転換を経験する機会も増える可能性が高まるため、必要な資質･能力等を更新できる学びの場
が重要。

SocietV5o0に向けたこれからの生涯学習・社会教實

・時間的･空間的な制約を超えた学びなど､新しい技術を活用した様々な学びの在り方が可能になる。

＝新しい技術を活用した学びの利点を最大限生かし、取組を更に充実･発展していくことが求められる。

･ ICT機器を利用できる者とできない者の格差(デジタル･ディバイド)の解消は､住民の安全や命を守ることにもつながる｡‐

地域活性化の推潅

，地域における豊かな学びを推進するためには､多様な主体が連携･協働し共に学び合うことが求められる。 ．

子供・若書の地域.社会への主体的な参画と多世代交流の推進

，子供.若者が地域の課題解決に主体的に関わることは、主権者意識の酒養にも資するものであり、よりよい社会を創ってい
く資質.能力を育む上で重要○社会教育●学校教育という区分を超えて充実を図るべき。 ‘
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面我ﾛ冊の＝理 日まえ 上にお↓る子ひの＞ イメージ

多様で豊かな学びやつながりによる生涯学習や社会教育の取組を通じて、

人々の命を守り、誰一人として取り残すことなく生きがいを感じることのできる

包括的な社会の実現を目指します。 、
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冊の 3つの －韮モヨロ

雪嘉露臣
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雷新型コロナウイルス感染症や自然災害などの課題に対し、必要な知識を得たり課題解決に向けて

共に学び合ったりする機会の充実は､あらゆる人々の｢命を守る」ことに直結。

雷「誰一人として取り残さない」包摂的な社会の実現のため、様々な人たちに必要な学びの機会を
設けることが重要。

壷学びを通じて人々の生命や生活を守る「命を守る」生涯学習・社会教育という視点が今後ますま
す重要。

県立学校における防災型コミュニティ・スクールの推進

（熊本県）

障害の有無を問わず市民が共に学び会う場

（くぬぎカレッジ） （東京都国分寺市）

社会的困難を抱える若者の自立に向けた学びの場

（高知県）

:T活用、テシタル・テイハイ
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〉ことは､主権者意識の酒養にも資するものであり、雷子供・若者が地域の課題解決に主体的に関わることは､主権者意識の掴

‘ よりよい社会を創っていく資質・能力を育む上で重要。

社会教育・学校教育という区分を超えて充実を図るべき。

発輻3毒曾田｣の婁現を冒指した（島根県益田市）
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